
第
十
二
条
第
二
項

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
教
育
・
保
育

施
設
又
は
第
二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
地

域
型
保
育
事
業
者

第
五
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
者

第
二
十
七
条
第
五
項
（
第

二
十
八
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）又
は
第
二
十
九
条
第

五
項
（
第
三
十
条
第
四
項

第
三
十
条
の
二
十
第
五
項
（
第
三
十
条
の
二
十
一
第
三

項

特
定
教
育
・
保
育
施
設
又

は
特
定
地
域
型
保
育
事
業

者

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者

第
十
四
条
第
一
項

教
育
・
保
育
を

乳
児
等
通
園
支
援
を

第
十
五
条
第
一
項

教
育
・
保
育
の

乳
児
等
通
園
支
援
の

第
十
五
条
第
二
項

教
育
・
保
育
を

乳
児
等
通
園
支
援
を

教
育
・
保
育
に

乳
児
等
通
園
支
援
に

教
育
・
保
育
の

乳
児
等
通
園
支
援
の

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
の
取
消
し
）

第
十
五
条
の
八

法
第
三
十
条
の
十
八
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一

乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
（
法
第
三
十
条
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
法
第
三
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、答
弁
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。

二

乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者
が
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
関
し
虚
偽
の
申
請
を

し
た
と
き
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
三
百
四
十
三
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措

置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
四
十
六
条
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
十

条
の
十
三
、
第
三
十
条
の
十
八
第
一
項
第
四
号
、
第
三
十
条
の
二
十
一
第
三
項
、
第
五
十
四
条
の
三
、
第
六
十
七
条
第

三
項
及
び
第
六
十
八
条
第
四
項
並
び
に
同
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号

及
び
第
十
号
並
び
に
第
二
項
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条

第
三
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
四
条
・
第
五
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
の
六
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
乳
児
等
の
た
め
の
支
援
給
付
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
十
五
条
の
七

法
第
三
十
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
条
の
六
、
第
十
条
の
七
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
六

条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





第
二
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
確
認
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
二
十
条
の
二

法
第
五
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
四
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
（
法
第
四
十

五
条
第
二
項
を
除
く
。）を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項

教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者

乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者

第
四
十
五
条
第
三
項

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子

ど
も

乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も

地
域
型
保
育
を

乳
児
等
通
園
支
援
を

第
四
十
五
条
第
四
項

地
域
型
保
育
の

乳
児
等
通
園
支
援
の

第
四
十
六
条
第
一
項

は
、
地
域
型
保
育
の
種
類

に
応
じ
、

は
、

地
域
型
保
育
事
業
の
認
可

基
準

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
認
可
基
準

第
四
十
六
条
第
二
項

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
特
定
乳
児
等
通
園
支
援

（
第
三
十
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
乳
児
等

通
園
支
援
を
い
う
。以
下
同
じ
。）を
行
う
事
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の

特
定
地
域
型
保
育
を

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
を

第
四
十
六
条
第
三
項

第
一
号

特
定
地
域
型
保
育
事
業

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

い
う
。
第
七
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

い
う

第
四
十
六
条
第
三
項

第
二
号

特
定
地
域
型
保
育
事
業

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

第
四
十
六
条
第
四
項

特
定
地
域
型
保
育

特
定
乳
児
等
通
園
支
援

第
四
十
六
条
第
五
項

当
該
特
定
地
域
型
保
育

当
該
特
定
乳
児
等
通
園
支
援

地
域
型
保
育
の

乳
児
等
通
園
支
援
の

地
域
型
保
育
が

乳
児
等
通
園
支
援
が

第
四
十
七
条
第
一
項

特
定
地
域
型
保
育
事
業
所

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
（
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

第
四
十
七
条
第
二
項

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

第
五
十
条
第
一
項

特
定
地
域
型
保
育
事
業
所

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者

で
あ
っ
た
者
等

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等

特
定
地
域
型
保
育
事
業
に

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に

第
五
十
一
条
第
一
項

第
一
号

地
域
型
保
育
事
業
の
認
可

基
準

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
認
可
基
準

地
域
型
保
育
給
付
費

乳
児
等
支
援
給
付
費

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
乳
児
等
通
園
支
援
を
行
う
事

業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
運
営

第
五
十
一
条
第
一
項

第
二
号

特
定
地
域
型
保
育
事
業

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

地
域
型
保
育
給
付
費

乳
児
等
支
援
給
付
費

第
五
十
一
条
第
一
項

第
三
号

地
域
型
保
育
給
付
費

乳
児
等
支
援
給
付
費

第
五
十
二
条
第
一
項

第
二
号

地
域
型
保
育
事
業
の
認
可

基
準

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
認
可
基
準

地
域
型
保
育
給
付
費

乳
児
等
支
援
給
付
費

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営

第
五
十
二
条
第
一
項

第
三
号

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

地
域
型
保
育
給
付
費

乳
児
等
支
援
給
付
費

第
五
十
二
条
第
一
項

第
四
号

地
域
型
保
育
給
付
費
又
は

特
例
地
域
型
保
育
給
付
費

乳
児
等
支
援
給
付
費
又
は
特
例
乳
児
等
支
援
給
付
費

第
五
十
二
条
第
一
項

第
六
号

特
定
地
域
型
保
育
事
業
所

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所

第
五
十
二
条
第
一
項

第
九
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で

保
育
に

乳
児
等
通
園
支
援
に

第
五
十
二
条
第
二
項

地
域
型
保
育
事
業

乳
児
等
通
園
支
援
事
業

第
四
十
三
条
第
一
項

第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

第
五
十
三
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
所

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
特
例
乳
児
等
支
援
給
付
費
の
支
給
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
十
五
条
の
九

法
第
三
十
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
条
の
二
十
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
五
項
中
「
乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
、「
支
給

対
象
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
の
下
に「（
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
十
号
」
の
下
に「（
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。





第
五
十
四
条
第
一
項

特
定
地
域
型
保
育
事
業
に

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に

教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者

乳
児
等
支
援
給
付
認
定
保
護
者

特
定
地
域
型
保
育
事
業
を

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子

ど
も

乳
児
等
支
援
給
付
認
定
子
ど
も

地
域
型
保
育
に

乳
児
等
通
園
支
援
に

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

（
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
二
十
条
の
三

第
二
十
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
法
第
五
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項

取
り
消
さ
れ
た
地
域
型
保

育
事
業

取
り
消
さ
れ
た
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
乳
児
等
通
園

支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

当
該
地
域
型
保
育
事
業

当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

第
二
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
並
び
に
同

項
第
一
号
及
び
第
二

号

地
域
型
保
育
事
業

乳
児
等
通
園
支
援
事
業

第
二
項
第
三
号

第
四
十
八
条

第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条

第
二
項
第
四
号

第
五
十
条
第
一
項

第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
第

一
項

第
四
十
八
条

第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条

第
二
項
第
五
号

第
四
十
八
条

第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条

地
域
型
保
育
事
業

乳
児
等
通
園
支
援
事
業

第
二
項
第
六
号

保
育

乳
児
等
通
園
支
援

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
四
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
乳
児
等
支
援
給
付
費
及
び
特
例
乳
児
等
支
援
給
付
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
係
る
都
道
府
県
の
負
担
及
び
国

の
交
付
金
）

第
二
十
四
条
の
六

都
道
府
県
は
、
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
法
第
六
十
五
条
第
五
号
の

二
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
八
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

２

国
は
、
法
第
六
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
度
、
市
町
村
に
対
し
て
、
法
第
六
十
五
条
第
五
号
の
二

に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
六
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
一
項
の
表
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
項
中
「
第
六
十
一
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
六
十

一
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
項
及
び
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
項
中
「
第
三
十

条
の
三
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
条
の
十
三
」
を
加
え
る
。

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
十
七
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」

に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十

六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
中
「
第
三
十
条
の
三
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
条
の
十
三
」
を
加
え
る
。

第
二
章

経
過
措
置

（
準
備
行
為
）

第
四
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）第
一
条
（
改
正
法
附

則
第
一
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条

の
二
十
第
四
項
及
び
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
並
び
に
同
法
第
五
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
六

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下「
第
五
号
施
行
日
」と
い
う
。）

前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
認
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

改
正
法
第
四
条
（
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
五
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
五
号

施
行
日
以
後
に
申
請
が
行
わ
れ
た
同
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
以
下
「
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
い
う
。）に
関
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
認
可
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
五
号

施
行
日
前
に
申
請
が
行
わ
れ
た
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
関
す
る
同
項
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

財
務
大
臣

加
藤

勝
信




